
安心してミニボートで遊ぶために「認識旗」を使ってください。 

ミニボートは免許も登録もいらない「海の三輪車」 
この旗をミニボートに取り付けて高く掲げれば、 
海のプロも「多少の心得はあるようだな・・」と安心します。 
普通の黄色い旗でも効果は高いのですが、 
「敦賀海上保安部の黄色認識旗をマイミニボートに掲げたい。」 
という方には、次の保安部署で直接お渡ししております。 
なお、郵送には対応していません。 

ミニボートで遊ぶ皆さん、 
「自分からハッキリと見えているから、相手の船も気づいているはず。 
大きな波は立てないはず。衝突なんて絶対ない。」 
などと思っていませんか？ 
実際に漁船などから聞いたところ、 
「ミニボートは小さすぎて、直前まで行かないと見えない。」 
「衝突を避けるので精一杯。航走波まで配慮できない。」 
「簡単に転覆するから、できれば近づきたくないのだが。」 
との意見ばかり、衝突や転覆事故の原因はそこにあるようです。 
このように、自分の身を守るため、ミニボートの存在アピールを 
万全にしないと、安心して遊ぶことはできません。 

敦賀海上保安部 0770-22-4179 
福井海上保安署 0776-82-4999 
小浜海上保安署 0770-52-0494 
（数に限りがあります。） 

ではどうしたら・・・？ 
敦賀海上保安部は、漁船などの意見を基に「黄色認識旗」作成しました。 


